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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電設備を備える電力消費者の太陽光発電量の内の自家電力消費量を推定する電
力消費量推定システムであって、
　前記太陽光発電設備の属性に関する第１情報、前記電力消費者の電力消費傾向に関する
第２情報、及び所定の演算対象期間内における前記電力消費者の購入電力量又は購入電力
費用に関する第３情報の入力を受け付ける情報入力受付手段と、
　前記第１情報に基づいて、前記演算対象期間内における前記発電量を所定の第１単位時
間帯毎に推定し、単位推定発電量を算出する時間帯別発電量推定手段と、
　前記演算対象期間内における前記電力消費者の実際の電力消費量である実質電力消費量
を所定の方法で想定した想定電力消費量に関する情報、前記第２情報、及び前記第３情報
に基づいて、前記演算対象期間内における電力消費量を前記第１単位時間帯毎に推定し、
単位推定電力消費量を算出する時間帯別電力消費量推定手段と、
　前記単位推定発電量、前記単位推定電力消費量、及び前記第３情報から得られた前記購
入電力量に基づいて、前記発電量の内の自家消費として用いられた推定自家電力消費量を
算出する自家電力消費量推定手段と、
　前記想定電力消費量及び前記推定自家電力消費量に基づいて、前記想定電力消費量を前
記実質電力消費量に近づけるための補正処理を行う補正手段と、を備え、
　前記時間帯別電力消費量推定手段が、
　前記補正手段による補正処理前の段階では、前記購入電力量を前記想定電力消費量とす
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る一方、補正処理後の段階では、前記補正手段から与えられる補正値を直前の前記単位推
定電力消費量算出時に用いた前記想定電力消費量に加算した値を前記想定電力消費量とし
て前記単位推定電力消費量の算出を行い、
　前記自家電力消費量推定手段が、
　前記単位推定発電量と前記単位推定電力消費量の差分値に基づいて、前記単位推定発電
量に占める前記第１単位時間帯毎の自家電力消費量を推定して単位推定自家電力消費量を
算出すると共に、前記各単位推定自家電力消費量を前記演算対象期間内に亘って累計する
ことで前記推定自家電力消費量を算出し、
　前記補正手段が、
　前記想定電力消費量から前記推定自家電力消費量を差し引いた推定購入電力量と、前記
第３情報から得られる前記購入電力量の差分値に基づいて、前記補正値を算出して前記時
間帯別電力消費量推定手段に与えて再度演算処理を行わせるか、又は直前に算出された前
記推定自家電力消費量を前記自家電力消費量と決定するかの判断を行うことを特徴とする
電力消費量推定システム。
【請求項２】
　前記自家電力消費量推定手段が、
前記第１単位時間帯毎に前記単位推定発電量から前記単位推定電力消費量を差し引いて差
分値を算出し、当該算出結果が０又は正値であれば、前記単位推定電力消費量を前記単位
推定自家電力消費量とする一方、負値であれば前記単位推定発電量を前記単位推定自家電
力消費量とし、得られた前記各単位推定自家電力消費量を前記演算対象期間内に亘って累
計することを特徴とする請求項１に記載の電力消費量推定システム。
【請求項３】
　前記時間帯別電力消費量推定手段が、
　前記第２情報を変数とする回帰式に基づいて前記第１単位時間帯毎の電力消費量を概算
的に求出した単位概算電力消費量を前記演算期間に亘って累積することで概算電力消費量
を算出し、
　前記想定電力消費量と前記概算電力消費量の差分値を算出すると共に、当該差分値を所
定の時間帯別又は用途別のバラツキ程度に応じて前記単位概算電力消費量に対して按分す
ることで前記単位推定電力消費量を算出することを特徴とする請求項１又は２に記載の電
力消費量推定システム。
【請求項４】
　前記補正手段が、前記推定購入電力量と前記購入電力量の差分値を算出すると共に、当
該算出結果の絶対値が基準値より大きければ、前記推定自家電力消費量を前記補正値とし
て前記時間帯別電力消費量推定手段に与える一方、基準値以下であれば、直前に算出され
た前記推定自家電力消費量を前記演算期間内に亘る前記自家電力消費量とすることを特徴
とする請求項１～３の何れか１項に記載の電力消費量推定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力消費量を推定するシステムであって、特に、太陽光発電設備を備える電
力消費者の発電量の内の自家電力消費量を推定するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一般家庭において消費されるエネルギは、電力会社やガス会社から電力、都市ガ
ス等の形態で供給され、夫々個別に消費されていた。ところで、最近はＣＯ２排出量の削
減や省エネルギを志向した分散型エネルギシステムの開発が活発であり実用化も進んでお
り、一般家庭、集合住宅、オフィス等においても電力消費地で発電を行う分散型発電シス
テムの利用が今後急速に進展するものと考えられる。このように一般家庭内におけるエネ
ルギ供給の形態が多様化したことにより、家庭内のエネルギ需要傾向とエネルギ供給形態
の整合性によってエネルギコスト及びＣＯ２排出量等の環境性が大幅に改善される余地が
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生じた。従って、家庭内のエネルギ需要傾向を正確に把握することにより、エネルギコス
ト及びＣＯ２排出量等の環境性に最適なエネルギ供給形態を選択できることになる。
【０００３】
　家庭内のエネルギ需要の推定手法としては、例えば下記の特許文献１に開示された推定
手法のように、エネルギ消費者の行動スケジュールと、その行動に付随する機器のエネル
ギ消費量から、家庭内のエネルギ消費量（需要）を推定する手法が提案されている。例え
ば、図４に例示するような行動スケジュール表に、家庭の構成員毎のスケジュールを入力
した行動スケジュールデータ、更に、図５に例示するように行動に付随する機器及びその
エネルギ消費量を網羅したデータを作成する。
【０００４】
　しかしながら、下記特許文献１に記載の推定手法では、非常に多くのエネルギ消費機器
の登録を行う必要があり、また、エネルギ消費者の行動スケジュールを把握することは困
難であるため、一般的な行動データ（例えば、ＮＨＫ放送文化研究所が調査した国民生活
時間調査報告書等）を用いることが多く、推定結果としての出力であるエネルギ消費量が
、消費者が過去に経験した消費量と乖離していることもあり、信憑性に疑いが出ることも
ある。
【０００５】
　かかる問題点に鑑み、本出願人によって、推定に要するデータ入力を簡素化でき、且つ
、推定結果の信憑性の高い家庭用エネルギ需要推定システムが既に提供されている（特許
文献２参照）。
【０００６】
　特許文献２に記載のシステムによれば、家庭の家族構成、昼間の在宅者の有無、床面積
、並びに過去のエネルギ使用量実績値の各データのみで、一般的な家庭における典型的な
１日のエネルギ需要曲線（パターン）の有するピーク需要（第１特徴時間帯の時間帯別エ
ネルギ使用量）とボトム需要（第２特徴時間帯の時間帯別エネルギ使用量）が推定され、
更に補間処理が施されることで、両特徴時間帯の間の時間帯に係るエネルギ使用量が推定
され、これによって１日のエネルギ使用量の変動パターンが推定できる。従って、特許文
献１に記載の方法のように多くのデータを必要とせず、推定処理時に必要な入力データを
簡素化することができる。
【０００７】
　又、推定された１日の変動パターンから特定期間のエネルギ累積使用量を算出すると共
に、過去の実績値と比較してその誤差を表示し、更に推定された各ピーク需要及びボトム
需要を修正可能に構成されているので、過去の実績値と齟齬のない信憑性の高い１日のエ
ネルギ使用量を簡単に推定することができる。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１２５５３５号公報
【特許文献２】特開２００５－１２２２５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、近年、環境意識の高まりから太陽光発電設備を導入する家庭が増加している
。太陽光発電設備は、太陽光エネルギを電気エネルギに変換するシステムであり、発電時
にＣＯ２の排出がないことから環境に優しいクリーンなエネルギであるため、環境意識の
高い需要者が各家庭内に家庭用の太陽光発電設備を導入するケースが増えてきている。
【００１０】
　特許文献２に記載のシステムの場合、推定処理に用いる過去のエネルギ使用量実績値と
しては、エネルギ使用量そのもののデータが存在しない場合には需要者が実際に電力購入
に際して電力会社に支払った電気料金から算出する方法が採用されていた。
【００１１】
　しかしながら、太陽光発電設備が導入された家庭において、前記特許文献２に記載の方
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法を用いて電力消費量の推定を行った場合、電力購入に際して電力会社に支払った電気料
金から算出される電力量と実際に消費された電力量との間に齟齬が発生するため、正しく
電力消費量の推定を行うことができない。図６は、太陽光発電設備を備える電力消費者の
電力消費量を説明するための模式図である。
【００１２】
　図６において、Ｐ１が電力消費者が電力会社から購入した電力量、Ｐ２が太陽光発電設
備によって発電した電力量を表している。このＰ２は、電力会社に買い取られた売電量Ｐ
３と、自家消費用途に賄われた電力量Ｐ５とに分解される。このとき、当該電力消費者が
実際に消費した電力消費量Ｐ３は、電力会社から購入した電力量Ｐ１と、発電電力量の内
の自家消費用途として用いられた電力量Ｐ５の合計として規定される。つまり、太陽光発
電設備が導入された家庭においては、電力会社から購入した電力量Ｐ１のみならず、太陽
光発電設備によって発電された電力量Ｐ５も消費されるため、購入電力量Ｐ１は実際に消
費される電力量Ｐ３に対して少なくなる。
【００１３】
　このため、太陽光発電設備が導入された家庭に対して、前記特許文献２に記載の方法を
用いて電力消費量の推定を行うためには、実際に家庭内で消費された電力消費量実績値Ｐ
３を算出する必要があるが、前記特許文献２にはかかる方法が開示されていない。言い換
えれば、太陽光発電設備が導入された家庭に対して前記特許文献２に記載の方法を用いて
正しく電力消費量の推定を行うためには、電力購入に際して電力会社に支払った電気料金
から算出される電力量Ｐ１を電力消費量実績値とするのではなく、実際に家庭内で消費さ
れた電力消費量実績値Ｐ３を算出する必要がある。ここで、実際に家庭内で消費された電
力消費量Ｐ３とは、前述のように、電力会社から購入した電力量Ｐ１と、太陽光発電設備
で発電された電力量の内の家庭内で消費された自家消費電力量Ｐ５の合計値で表すことが
できる。
【００１４】
　つまり、太陽光発電設備で発電された電力量Ｐ２の内、自家消費電力量Ｐ５と売電量Ｐ
４の内訳を認識することができれば、実際に家庭内で消費された電力消費量を認識するこ
とが可能となる。
【００１５】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、太陽光発電設備を備える電力消費者の発電量の内の自
家電力消費量を推定する電力消費量推定システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するための本発明に係る電力消費量推定システムは、太陽光発電設備を
備える電力消費者の太陽光発電量の内の自家電力消費量を推定する電力消費量推定システ
ムであって、前記太陽光発電設備の属性に関する第１情報、前記電力消費者の電力消費傾
向に関する第２情報、及び所定の演算対象期間内における前記電力消費者の購入電力量又
は購入電力費用に関する第３情報の入力を受け付ける情報入力受付手段と、前記第１情報
に基づいて、前記演算対象期間内における前記発電量を所定の第１単位時間帯毎に推定し
、単位推定発電量を算出する時間帯別発電量推定手段と、前記演算対象期間内における前
記電力消費者の実際の電力消費量である実質電力消費量を所定の方法で想定した想定電力
消費量に関する情報、前記第２情報、及び前記第３情報に基づいて、前記演算対象期間内
における電力消費量を前記第１単位時間帯毎に推定し、単位推定電力消費量を算出する時
間帯別電力消費量推定手段と、前記単位推定発電量、前記単位推定電力消費量、及び前記
第３情報から得られた前記購入電力量に基づいて、前記発電量の内の自家消費として用い
られた推定自家電力消費量を算出する自家電力消費量推定手段と、前記想定電力消費量及
び前記推定自家電力消費量に基づいて、前記想定電力消費量を前記実質電力消費量に近づ
けるための補正処理を行う補正手段と、を備え、前記時間帯別電力消費量推定手段が、前
記補正手段による補正処理前の段階では、前記購入電力量を前記想定電力消費量とする一
方、補正処理後の段階では、前記補正手段から与えられる補正値を直前の前記単位推定電
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力消費量算出時に用いた前記想定電力消費量に加算した値を前記想定電力消費量として前
記単位推定電力消費量の算出を行い、前記自家電力消費量推定手段が、前記単位推定発電
量と前記単位推定電力消費量の差分値に基づいて、前記単位推定発電量に占める前記第１
単位時間帯毎の自家電力消費量を推定して単位推定自家電力消費量を算出すると共に、前
記各単位推定自家電力消費量を前記演算対象期間内に亘って累計することで前記推定自家
電力消費量を算出し、前記補正手段が、前記想定電力消費量から前記推定自家電力消費量
を差し引いた推定購入電力量と、前記第３情報から得られる前記購入電力量の差分値に基
づいて、前記補正値を算出して前記時間帯別電力消費量推定手段に与えて再度演算処理を
行わせるか、又は直前に算出された前記推定自家電力消費量を前記自家電力消費量と決定
するかの判断を行うことを第１の特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る電力消費量推定システムの上記第１の特徴構成によれば、電力消費者によ
って容易に取得可能な、太陽光発電設備の属性に関する第１情報、電力消費者の電力消費
傾向に関する第２情報、並びに電力消費者の購入電力量又は購入電力費用に関する第３情
報の各情報を入力することのみで、太陽光発電設備を備える電力消費者に対して、当該太
陽光発電設備によって発電された電力量の内、自家消費に用いられた自家電力消費量を認
識することができる。これによって、同電力消費者に対して省エネルギ行動の指針として
の利用価値の高い情報を提示することが可能となる。
【００１８】
　又、本発明に係る電力消費量推定システムは、上記第１の特徴構成に加えて、前記自家
電力消費量推定手段が、前記第１単位時間帯毎に前記単位推定発電量から前記単位推定電
力消費量を差し引いて差分値を算出し、当該算出結果が０又は正値であれば、前記単位推
定電力消費量を前記単位推定自家電力消費量とする一方、負値であれば前記単位推定発電
量を前記単位推定自家電力消費量とし、得られた前記各単位推定自家電力消費量を前記演
算対象期間内に亘って累計することを第２の特徴とする。
【００１９】
　又、本発明に係る電力消費量推定システムは、上記第１又は第２の特徴構成に加えて、
前記時間帯別電力消費量推定手段が、前記第２情報を変数とする回帰式に基づいて前記第
１単位時間帯毎の電力消費量を概算的に求出した単位概算電力消費量を前記演算期間に亘
って累積することで概算電力消費量を算出し、前記想定電力消費量と前記概算電力消費量
の差分値を算出すると共に、当該差分値を所定の時間帯別又は用途別のバラツキ程度に応
じて前記単位概算電力消費量に対して按分することで前記単位推定電力消費量を算出する
ことを第３の特徴とする。
【００２０】
　又、本発明に係る電力消費量推定システムは、上記第１～第３の何れか一の特徴構成に
加えて、前記補正手段が、前記推定購入電力量と前記購入電力量の差分値を算出すると共
に、当該算出結果の絶対値が基準値より大きければ、前記推定自家電力消費量を前記補正
値として前記時間帯別電力消費量推定手段に与える一方、基準値以下であれば、直前に算
出された前記推定自家電力消費量を前記演算期間内に亘る前記自家電力消費量とすること
を第４の特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の構成によれば、電力消費者によって容易に取得可能な、太陽光発電設備の属性
に関する第１情報、電力消費者の電力消費傾向に関する第２情報、並びに電力消費者の購
入電力量又は購入電力費用に関する第３情報の各情報を入力することのみで、太陽光発電
設備を備える電力消費者に対して、当該太陽光発電設備によって発電された電力量の内、
自家消費に用いられた自家電力消費量を認識することができる。これによって、同電力消
費者に対して省エネルギ行動の指針としての利用価値の高い情報を提示することが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２２】
　以下において、本発明に係る電力消費量推定システム（以下、適宜「本発明システム」
と称する）の実施形態について図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本発明システムの概略構成を示すブロック図である。図１に示すように、本発
明システム１は、情報入力受付手段１１、時間帯別発電量推定手段１２、時間帯別電力消
費量推定手段１３、自家電力消費量推定手段１４、補正手段１５、及び出力手段１６を備
える。尚、上記各手段１２～１５は、本発明システム１がノートパソコンやＰＤＡ（Pers
onal Digital Assistants）等の携帯型の汎用コンピュータで構成される場合に、コンピ
ュータのハードウェア資源（ＣＰＵや各種記憶装置等）及びソフトウェア資源（ＯＳ、各
種ドライバ、データベース管理ソフト等）を使用してソフトウェア処理により実現される
機能的手段である。
【００２４】
　情報入力受付手段１１は、電力消費者が備える太陽光発電設備の属性に関する情報（以
下、「第１情報」と称する）、電力消費者の電力消費傾向に関する情報（以下、「第２情
報」と称する）、及び所定の演算対象期間内における電力消費者の購入電力量又は購入電
力費用に関する情報（以下、「第３情報」と称する）の入力を受け付ける情報入力用イン
タフェースであり、例えばキーボード、タッチパネル、マウス等の入力装置、或いは電気
通信回線を介して情報の入力を受け付ける情報受信手段で構成される。尚、以下では、第
３情報が対象とする「所定の演算対象期間」を１年として説明する。この場合、第３情報
とは、１年間における電力消費者の購入電力量又は購入電力費用の実績値に関する情報を
指す。
【００２５】
　第１情報は、電力消費者が備える太陽光発電設備の属性に関する情報であり、例えば、
太陽光発電設備のパネル面積、パネルの方位角及び水平傾斜角等に関する情報で構成され
る。これらの情報は、太陽光発電設備の施工を行った際に用いられた工事図面やカタログ
等を参照することで電力消費者が容易に認識することのできる情報である。
【００２６】
　第２情報は、電力消費者の電力消費傾向に関する情報であり、例えば対象となる電力消
費者家庭の家族構成（家族数Ｎ（人））、昼間の在宅者の有無（在宅者有り：Ｘ＝１、無
し：Ｘ＝０）、延床面積（Ｓ（ｍ３））の情報等で構成される。これらの情報についても
、電力消費者によって容易に認識することのできる情報である。
【００２７】
　第３情報は、１年間における電力消費者の購入電力量又は購入電力費用の実績値に関す
る情報である。例えば、電力料金を口座振替で支払っている電力消費者の場合には、通帳
等に記録された情報に基づいて１年間に亘る総購入電力費用を算出することで容易に認識
することのできる情報である。
【００２８】
　時間帯別発電量推定手段１２は、入力された第１情報に基づいて、１年間に亘る発電量
を所定の第１単位時間帯毎に推定し、時間帯別の推定発電量（以下、「単位推定発電量」
と称する）を算出する。尚、ここでは、前記第１単位時間帯を１時間として説明する。こ
の場合、時間帯別発電量推定手段１２によって、１時間毎の単位推定発電量が１年間に亘
って推定される。
【００２９】
　又、本発明システム１が所定の情報を記録した記憶手段（不図示）を備えており、時間
帯別発電量推定手段１２が単位推定発電量を算出するに際し、記憶手段内に予め記録され
ている、太陽光発電設備が設置された地理的位置における緯度及び時間帯別日射量（全天
日射量等）に関する情報を利用するものとして構わない。更に、記憶手段には、入力され
た第３情報、並びに緯度及び時間帯別日射量に関する情報に基づいて単位推定発電量の演
算が可能なプログラムが記録されているものとして良い。単位推定発電量の演算プログラ
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ムは、例えばＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）のホームページで公開さ
れている太陽光発電量の概算演算式等に基づいて作成することができる。
【００３０】
　時間帯別電力消費量推定手段１３は、まず、入力された第３情報から導かれる年間の購
入電力量を電力消費者が１年間に消費した仮の電力消費量と想定する（以下、「想定電力
消費量」と称する）。そして、第２情報に基づいて認識される電力消費傾向、並びに前記
想定電力消費量を用いて、１年間に消費される電力消費量を１時間毎に推定し、時間帯別
の電力消費量（以下、「単位推定電力消費量」と称する）を算出する。
【００３１】
　より詳細には、暖房や冷房の空調機器を使用しない中間期における電力消費の実測デー
タに基づいて一般的な手法で導出された回帰式に対して、第２情報から得られる電力消費
者固有の情報（前記例で言えば、Ｎ，Ｘ，Ｓの各数値に相当）を代入することで、２４時
間を複数の特徴時間帯にグルーピングしたときの各特徴時間帯毎のピーク値及びボトム値
、例えば、朝、昼、夜の３つのピーク消費量ＥＰ１～ＥＰ３と、早朝、朝、昼の３つのボ
トム消費量ＥＢ１～ＥＢ３を夫々推定する。ＥＰ１～ＥＰ３は、夫々起床時間後の２～３
時間、正午前後の２～３時間、午後７時前後の２～３時間の各時間範囲に含まれる３つの
特徴時間帯ｔＰ１～ｔＰ３における推定電力消費量に相当し、ＥＢ１～ＥＢ３は、夫々起
床時間前の２～３時間、午前１０時前後の２～３時間、午後３時前後の２～３時間の各時
間範囲に含まれる３つの特徴時間帯ｔＢ１～ｔＢ３における推定電力消費量に相当する。
【００３２】
　その後、各特徴時間帯毎の推定電力消費量ＥＰ１～ＥＰ３並びにＥＢ１～ＥＢ３に基づ
いて、隣接する２つの特徴時間帯に係るピーク値とボトム値の間を補間することで、１日
の全ての時間帯における電力消費量を推定する。補間方法としては、予め定められた数値
に従って各時間帯毎に配分することで行う。例えば、夜のピーク時間帯から早朝のボトム
時間帯までの補間は、ＥＰ３とＥＢ１の差分ΔＥ１を、特徴時間帯ｔＰ３から１時間後に
差分ΔＥ１の５％、２時間後に差分ΔＥ１の２５％、３時間後に差分ΔＥ１の３５％、４
時間後に差分ΔＥ１の２０％、それ以降特徴時間帯ｔＢ１までは、残りの差分ΔＥ１の１
５％を均等に配分する。他の特徴時間帯間に係る補間も同様に行う。補間処理の際に用い
られる配分率に関する情報は、複数の消費者における電力消費量の実測データに基づいて
予め定められたものを利用することができる。
【００３３】
　更に、一般的な手法で導出された回帰式に対して第２情報から得られるＮ，Ｘ，Ｓの各
数値を代入することで、夏期並びに冬期における各特徴時間帯毎の温度補正量を算出する
と共に、中間期に係る各ピーク値及びボトム値に対して前記温度補正量を加算することで
、夏期及び冬期における各特徴時間帯毎のピーク値及びボトム値を算出する。そして、前
記と同様の補間処理を行うことで、夏期及び冬期夫々において、時間帯毎の電力消費量を
推定する。
【００３４】
　このようにして推定された中間期（４月～５月、１０月～１１月）、夏期（６月～９月
）及び冬期（１２月～３月）の時間帯毎の電力消費量を累計することで、各期毎の累計電
力消費量が概算的に算出される。
【００３５】
　次に、第３情報から得られる年間の購入電力量を用途別に分解することで、想定電力消
費量に基づく中間期、夏期、冬期夫々の電力消費量を算出する。用途別の分解方法は、例
えば前述の方法で概算的に算出された各期毎の累計電力消費量の比率で配分することで算
出するものとしても良い。
【００３６】
　このようにして、第２情報に基づく各期毎の累計電力消費量、並びに想定電力消費量に
基づく各期毎の累計電力消費量が夫々算出されると、期毎に両電力消費量の差分値を算出
し、その差分量を予め定められているバラツキ程度に応じて按分することで、補正処理を
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行う。バラツキ程度は、予め多数の家庭における各時間帯毎の電力消費量データに基づい
て算出された中間期、夏期、冬期夫々の時間帯毎の標準偏差が記憶手段に記録されており
、当該標準偏差の割合に応じて各期毎の累計電力消費量に加減処理を行うものとすること
ができる。
【００３７】
　そして、各期毎に算出された時間帯別の電力消費量に対して、更に所定の補正処理を行
うことで例えば月別平日休日別の時間帯別電力消費量を算出することができる。具体的に
は、前記方法で算出された時間帯別の電力消費量を夫々各期で代表される月（中間期は４
月、夏期は８月、冬期は２月）の平日の時間帯別電力消費量に相当するものとし、前記代
表月の平日の時間帯別電力消費量に対して予め定められた補正係数を乗じることで、更に
同一期における異なる月及び休日の時間帯別電力消費量を算出する構成としても良い。又
、更に詳細な補正処理を行うことで、日毎の時間帯別電力消費量を算出するものとしても
良い。
【００３８】
　又、別の方法としては、例えば、回帰式に前記第２情報（Ｎ，Ｘ，Ｓ）を代入すること
で前記特徴時間帯毎の消費電力量を算出した後、補間処理を行うことで算出される各期毎
の時間帯別電力消費量が、夫々各期で代表される月（中間期は４月、夏期は８月、冬期は
２月）の平日の電力消費量に相当するものとし、更に同一期における異なる月及び休日の
時間帯別電力消費量を、前記代表月の平日の時間帯別電力消費量に対して予め定められた
補正係数を乗じることで算出するものとしても良い。このような構成とするとき、第２情
報に基づいて算出される典型的な時間帯毎の電力消費量が、月別且つ平日休日別に算出さ
れる。
【００３９】
　そして、この月別平日休日別に算出された時間帯毎の電力消費量を累計することで、月
別、平日休日別の累計電力消費量が算出される。この後、第３情報から得られる年間の購
入電力量を月別平日休日別の前記累計電力消費量の比率で配分することで、想定電力消費
量に基づく月別平日休日別の電力消費量が算出される。そして、各月別、平日休日別に、
第２情報に基づく累計電力消費量と想定電力量に基づく累計電力消費量の差分値を算出し
、その差分量を予め定められているバラツキ程度に応じて按分することで、補正処理を行
う。この場合は、予め多数の家庭における各時間帯毎の電力消費量データに基づいて算出
された各月別、平日休日別の時間帯毎の標準偏差が記憶手段に記録されており、当該標準
偏差の割合に応じて各期毎の累計電力消費量に加減処理を行うものとすることができる。
【００４０】
　自家電力消費量推定手段１４は、入力された第３情報、時間帯別発電量推定手段１２に
よって算出された単位推定発電量、及び時間帯別電力消費量推定手段１３によって算出さ
れた単位推定電力消費量に基づいて、太陽光発電設備で発電された発電量の内、自家消費
として用いられた電力量（以下、「推定自家電力消費量」と称する）を算出する。
【００４１】
　具体的には、時間帯別に夫々算出されている単位推定発電量と単位推定電力消費量とを
重ね合わせることで、発電が行われている時間帯における単位推定発電量を、自家電力消
費量と売電量（太陽光発電設備で発電された発電量の内、電力会社によって買い取られた
電力量）とに分割する。
【００４２】
　図２は、同一期間（月、平日／休日）における単位推定発電量と単位推定電力消費量と
を重ね合わせた状態を示す図である。単位推定発電量を左上がりの斜線、単位推定電力消
費量を右上がりの斜線で示している。又、両者が重なっている箇所においては、左上がり
の斜線と右上がりの斜線が交差したクロス斜線で網掛けを行っている。
【００４３】
　例えば６時から７時までの１時間においては、単位推定電力消費量が単位推定発電量を
上回っているため、図面上では、所定値以上の領域において左上がりの斜線の網掛けが施
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され、所定値以下の領域において左上がりの斜線と右上がりの斜線とが交差したクロス斜
線の網掛けが施されている。この図を参照することで、同時間帯においては、発電された
電力量は全て自己消費に用いられ、更に不足分を電力会社から購入した電力量で賄ってい
ることが分かる。又、１２時から１３時までの１時間においては、単位推定発電量が単位
推定電力消費量を上回っており、消費電力が全て発電電力によって賄われ、更に余剰分が
電力会社に売電されていることが分かる。
【００４４】
　即ち、同一期間内の単位推定発電量と単位推定電力消費量とを重ね合わせ、単位推定発
電量から単位推定電力消費量を差し引いて差分値を算出し、当該算出結果が０又は正値で
あれば（前述の例でいえば１２時から１３時までの１時間に相当）、消費電力量が全て太
陽光発電設備によって発電された電力量で賄われていると言えるため、単位推定電力消費
量を同時間帯に係る自家電力消費量（以下、「単位推定自家電力消費量」と称する）とす
る。又、前記算出結果が負値であれば（前述の例でいえば６時から７時までの１時間に相
当）、発電電力量は全て自家消費用途として用いられていると言えるため、単位推定発電
量を単位推定自家電力消費量とする。かかる演算を全ての期間（月、平日／休日）につい
て各時間帯毎に行い、算出された各単位推定自家電力消費量を累計することで、前記推定
自家電力消費量を算出する。自家電力消費量推定手段１４は、このようにして得られた推
定自家電力消費量を補正手段１５に与える。
【００４５】
　補正手段１５は、想定電力消費量から推定自家電力消費量を差し引いた推定購入電力量
と、前記第３情報から得られる購入電力量の差分値に基づいて、補正処理を行うか否かの
判断を行う。
【００４６】
　太陽光発電設備を有する電力消費者が、消費用途として電力会社から実際に購入した購
入電力量は、電力消費者の総消費電力量から太陽光発電によって賄われた自家消費電力量
を差し引くことで算出される。ここで、購入電力量は、第３情報に基づいて認識すること
ができる値である。そして、前記の方法で算出された推定自家電力消費量は、電力消費者
の総消費電力量を前記「想定電力消費量」とした場合に推定される自家電力消費量に相当
する。つまり、想定電力消費量が総消費電力量に近い値として想定されていた場合には、
想定電力消費量から「当該想定電力消費量に基づいて導かれた推定自家消費電力量」を差
し引くと、第３情報から導かれた購入電力量に近似する値が得られることとなる。逆に言
えば、想定電力消費量から推定自家消費電力量を差し引いた値、即ち推定購入電力量が、
第３情報から導かれた購入電力量の値から大きく乖離している場合には、「想定電力消費
量」が実際に電力消費者が消費した総消費電力量から乖離していることを表している。こ
のため、かかる場合には、想定電力消費量を実際の総消費電力量に近づけるための補正処
理が必要となる。補正手段１５は、この想定電力消費量が実際に電力消費者が消費した総
消費電力量から乖離しているか否かの判断を行うものである。
【００４７】
　具体的には、推定購入電力量と、第３情報から導かれた購入電力量との差分の絶対値が
所定の基準値（例えば１０ｋＷｈ）以下であるかどうかの判断を行う。そして、前記差分
の絶対値が基準値以下である場合には、補正処理を行わないものとし、自家電力消費量推
定手段１４によって推定された推定自家電力消費量を、電力消費者が備える太陽光発電設
備によって発電された電力によって実際に消費が賄われた自家電力消費量として出力手段
１６より出力する。一方、前記差分の絶対値が基準値を超える場合には、補正手段１５は
、この推定自家電力消費量を補正値として時間帯別電力消費量推定手段１３に与える。
【００４８】
　時間帯別電力消費量推定手段１３は、補正手段１５から補正値が与えられると、同補正
値を、直前に当該電力消費量推定手段１３によって単位推定電力消費量を算出する際に用
いた想定電力消費量（ここでは、第３情報から導かれる年間の購入電力量に相当）に加算
した値を新たな想定電力消費量とし、同様の方法で、再び単位推定電力消費量を算出する
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。そして、改めて算出された新たな単位推定電力消費量に基づいて、自家電力消費量推定
手段１４が同様の方法で再び推定自家電力消費量を算出する。そして、算出された推定自
家電力消費量が補正手段１５に与えられ、想定電力消費量から推定自家電力消費量を差し
引いた推定購入電力量と、前記第３情報から得られる前記購入電力量の差分の絶対値が所
定の基準値以下であるかどうかの判断を行う。尚、ここでいう「想定電力消費量」とは、
直前の推定自家電力消費量を算出するに際して用いられた補正後の想定電力消費量を指す
。
【００４９】
　つまり、補正手段１５によって、推定購入電力量と購入電力量の差分の絶対値が所定の
基準値以下であると判断されるまでの間、補正手段１５から与えられる補正値によって補
正された新たな想定電力消費量に基づいて、時間帯別電力消費量推定手段１３が単位推定
電力消費量を算出し、自家電力消費量推定手段１４が推定自家電力消費量を算出する。そ
して、推定購入電力量と購入電力量の差分の絶対値が所定の基準値以下であると初めて判
断された時点において、その直前の段階で自家電力消費量推定手段１４によって算出され
た推定自家電力消費量を、電力消費者が備える太陽光発電設備によって発電された電力に
よって実際に消費が賄われた自家電力消費量とし、出力手段１６から出力する。出力手段
１６は、情報出力用インタェースであり、例えばディスプレイ等の表示装置、プリンタ、
或いは電気通信回線を介して情報の出力を行う情報送信手段で構成される。
【００５０】
　このように補正手段１５から与えられた補正値を用いて時間帯別電力消費量推定手段１
３が改めて単位推定電力消費量を算出し、この算出結果に基づいて自家電力消費量推定手
段１４が改めて推定自家電力消費量を算出し、再び補正手段１５によって補正処理の要否
判定を行う構成とすることで、手段１５、１３、及び１４によって行われる演算処理ルー
プが一又は複数回行われ、購入電力量と推定購入電力量の乖離を小さくすることができる
。購入電力量と推定購入電力量の乖離が小さくなるということは、推定購入電力量の導出
根拠となる想定電力消費量が実際に電力消費者によって消費された総消費電力量に近付い
たことを表すこととなる。
【００５１】
　図３は、補正処理を行うことによる単位推定自家電力消費量の変化を示す図である。図
３（ａ）～（ｃ）は、何れも同一期間内（例えば８月平日とする）の単位推定発電量と単
位推定電力消費量とを重ね合わせたときの状態を示したものであり、（ａ）～（ｃ）は夫
々第１回目～第３回目の演算における状態を示している。即ち、（ａ）は、想定電力消費
量を「購入電力量」として演算を行った場合の状態であり、（ｂ）は、（ａ）で示される
演算によって得られた推定自家電力消費量を加算して得られる値を新たな想定電力消費量
として演算を行った場合の状態であり、（ｃ）は、更に（ｂ）で示される演算によって得
られた推定自家電力消費量を加算して得られる値を新たな想定電力消費量として演算を行
った場合の状態である。尚、図２と同様、単位推定発電量を左上がりの斜線、単位推定電
力消費量を右上がりの斜線で示している。又、図３（ｄ）は、図３（ａ）～（ｃ）を一の
グラフにまとめて図示したものである。
【００５２】
　図３によれば、同一期間であるため単位推定発電量の値は各図間で全て同一の値を示す
一方、補正処理が行われることで単位推定電力消費量は各図間で異なる値を示す。より詳
細には、補正によって、直前の演算で得られた推定自家電力消費量が加算された新たな想
定電力消費量に基づいて単位推定電力消費量が算出されているため、補正の回数を重ねる
に連れて単位推定電力消費量の高さが上昇していることが分かる。言い換えれば、この補
正によって、想定電力消費量、並びに単位推定自家電力消費量から導かれれる推定自家電
力消費量の両者の値が少しずつ増加され（図３（ｄ）参照）、推定購入電力量を購入電力
量に近づける補正が行われる。そして、推定購入電力量と、第３情報から導かれた購入電
力量との差分の絶対値が所定の基準値以下になった時点で、推定購入電力量が購入電力量
に近い値を示していることとなるため、この時点で算出されている推定自家電力消費量を
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、電力消費者が備える太陽光発電設備によって発電された電力によって実際に消費が賄わ
れた自家電力消費量とすることで、実際の自家電力消費量に近い推定自家電力消費量を算
出することができる。
【００５３】
　このように、本発明システムによれば、容易に取得可能な情報である、太陽光発電設備
の属性に関する第１情報、電力消費者の電力消費傾向に関する第２情報、並びに電力消費
者の購入電力量又は購入電力費用に関する第３情報の各情報を入力することのみで、所定
の演算対象期間において太陽光発電設備によって発電された電力量の内、自家消費に用い
られた自家電力消費量を認識することができる。これにより、太陽光発電設備を備える電
力消費者に対しても、前記演算対象期間内に実際に消費した総電力消費量を推定すること
ができる。又、電力会社に売電された売電量も併せて認識することができると共に、自家
電力消費量並びに売電量も時間帯別に推定することができるため、同電力消費者に対して
省エネルギ行動の指針としての利用価値の高い情報を提示することが可能となる。
【００５４】
　以下に別実施形態につき説明する。
【００５５】
　〈１〉　上記実施形態では、補正手段が、推定購入電力量と前記第３情報から導かれた
購入電力量との差分の絶対値が所定の基準値以下であるか否かで判断するものとしたが、
当該電力量に対応する電気料金で比較をするものとしても良い。即ち、補正手段が、推定
購入電力量に相当する電気料金と、前記第３情報から導かれた購入電力料金との差分の絶
対値が所定の基準値（例えば１００円）以下である場合には、補正処理を行わないものと
し、基準値を超える場合には、補正手段１５が補正値を時間帯帯別電力消費量推定手段１
３に与えるものとしても良い。
【００５６】
　〈２〉　電力消費者によっては、電力会社に対して売電された電力量に相当する料金が
電力会社から定期的に振り込まれ、通帳等に記録されている場合がある。かかる場合、本
発明システムの推定精度を向上させるべく、情報入力受付手段１１が、演算対象期間に係
る売電電力量又は売電費用に関する情報（以下、「第４情報」と称する）の入力を受け付
ける構成とすることもできる。
【００５７】
　一般的に、電力消費者が第４情報を認識可能である場合、この第４情報は、月毎又は年
毎に認識可能な情報であることが多い。このため、年間の電力消費者の売電量を第４情報
から認識することができる。このとき、自家電力消費量推定手段１４が、第３情報、単位
推定発電量、単位推定電力消費量に加えて、第４情報に基づいて推定自家電力消費量を算
出する構成とすることができる。
【００５８】
　具体的には、例えば前述のように同一期間内の単位推定発電量と単位推定電力消費量と
を重ね合わせ、単位推定発電量から単位推定電力消費量を差し引いて差分値を算出する。
このとき、当該算出結果が正値である場合、（図２の例でいえば１２時から１３時までの
１時間に相当）、消費電力量は全て太陽光発電設備によって発電された電力量で賄われて
いると共に、更に余剰分が電力会社に買い取られていることが分かる。このように、全演
算対象期間（１年間）に亘って、単位推定発電量から単位推定電力消費量を差し引いた差
分値が正値となる時間帯（以下、「売電発生時間帯」と称する）を抽出し、これらの差分
値の合計を算出する。そして、この合計値と第４情報から得られる売電電力量との差分を
計算し、その差分を各売電発生時間帯に配分する。
【００５９】
　売電発生時間帯に係る単位推定発電量から単位推定電力消費量を差し引いた差分値の合
計は年間に電力会社に買い取られた推定売電量に相当する。このため、第４情報から得ら
れる売電電力量と、前記推定売電量との差分が小さいほど、前記推定売電量の推定結果が
正しいと言え、このことは、推定自家電力消費量の推定精度が高いことを意味する。
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　尚、具体的な配分方法としては、単位推定発電量から単位推定電力消費量を差し引いた
差分値の合計から前記第４情報から得られる売電電力量を差し引いた差分値を、抽出され
た売電発生時間帯毎の売電量の比率に応じて比例配分するものとして良い。そして、これ
によって算出された単位時間帯毎の売電量を、単位推定発電量から差し引くことで新たな
「単位推定自家電力消費量」とすることができる。このようにして得られた単位推定自家
電力消費量を、各時間帯毎に累計することで推定自家電力消費量を算出し、補正手段１５
に与える構成とすることができる。
【００６１】
　〈３〉　上述の実施形態では、時間帯別電力消費量推定手段１３が、入力された第２情
報（Ｎ，Ｘ，Ｓ）を回帰式に代入することで特徴時間帯毎の消費電力量を算出した後、補
間処理及び補正処理を行うことで、電力消費者の消費傾向に合った典型的な時間帯毎の電
力消費量を算出するものとしたが、この方法はあくまで一例である。つまり、入力された
電力消費者の消費傾向を示す情報に基づいて、当該情報が示す消費傾向に合った典型的な
時間帯毎の電力消費量を算出する構成であれば、上記方法に限られるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明に係る電力消費量推定システムの概略構成を示すブロック図
【図２】同一期間（月、平日／休日）における単位推定発電量と単位推定電力消費量とを
重ね合わせた状態を示す図
【図３】補正処理を行うことによる単位推定自家電力消費量の変化を示す図
【図４】従来のエネルギ需要の推定手法で使用される行動スケジュール表の一例を示す説
明図
【図５】従来のエネルギ需要の推定手法で使用されるエネルギ消費機器の登録データの一
例を示す説明図
【図６】太陽光発電設備を備える電力消費者の電力消費量を説明するための模式図
【符号の説明】
【００６３】
　　　１：　　本発明に係る電力消費量推定システム
　　　１１：　　情報入力受付手段
　　　１２：　　時間帯別発電量推定手段
　　　１３：　　時間帯別電力消費量推定手段
　　　１４：　　自家電力消費量推定手段
　　　１５：　　補正手段
　　　１６：　　出力手段
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